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さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について

さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例

を次のように定める。
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さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部を改正する

条例

 （さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正）

第１条 さいたま市教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成２９年さい

たま市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （定義）  （定義） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］

２ この条例において「教職員」とは、校長、副校

長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、

助教諭、養護助教諭、講師（常勤の者及び地方公

務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占める者に限る。）、実習助手、学校栄養

職員及び事務職員（さいたま市教職員の給与に関

する条例（平成２９年さいたま市条例第２１号）

別表第３の規定の適用を受ける者に限る。以下同

じ。）をいう。

２ この条例において「教職員」とは、校長、教頭、

主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、

養護助教諭、講師（常勤の者及び地方公務員法第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占

める者に限る。）、実習助手、学校栄養職員及び

事務職員（高等学校の事務職員を除く。以下同じ。

）をいう。

３ ［略］ ３ ［略］

 （正規の勤務時間以外の時間における勤務）  （正規の勤務時間以外の時間における勤務）

第８条 委員会は、教育職員（校長、副校長及び教

頭を除く。次項において同じ。）については、正

規の勤務時間（第３条から第６条までに規定する

第８条 委員会は、教育職員（校長及び教頭を除く。

次項において同じ。）については、正規の勤務時

間（第３条から第６条までに規定する勤務時間を



勤務時間をいう。以下同じ。）の割振りを適正に

行い、原則として時間外勤務（正規の勤務時間を

超える勤務をいい、第１１条に規定する教職員の

休日における正規の勤務時間中の勤務及び第１３

条第１項の規定により代休として指定された正規

の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項にお

いて同じ。）は命じないものとする。 

いう。以下同じ。）の割振りを適正に行い、原則

として時間外勤務（正規の勤務時間を超える勤務

をいい、第１１条に規定する教職員の休日におけ

る正規の勤務時間中の勤務及び第１３条第１項の

規定により代休として指定された正規の勤務時間

中の勤務を含むものとする。次項において同じ。

）は命じないものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（さいたま市教職員健康審査会条例の一部改正）

第２条 さいたま市教職員健康審査会条例（平成１５年さいたま市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において「教職員」とは、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、

養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師

（常勤の者及び地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める者に限る。）、実習助手、学校

栄養職員及び事務職員（さいたま市教職員の給与

に関する条例（平成２９年さいたま市条例第２１

号）別表第３の規定の適用を受ける者に限る。）

をいう。

第２条 この条例において「教職員」とは、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、

栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師（常勤の者

及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める者に限る。）、実習助手、学校栄養職員及

び事務職員（高等学校の事務職員を除く。）をい

う。

（さいたま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する

条例の一部改正）

第３条 さいたま市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例（平成１４年さいたま市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。



 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （趣旨）

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（

昭和３２年法律第１４３号。次条において「法」

という。）第４条第１項の規定に基づき、さいた

ま市立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学

校及び特別支援学校の非常勤の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師（以下「学校医等」という。）

の公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をい

う。以下同じ。）に対する補償（以下「補償」と

いう。）の範囲、金額及び支給方法その他補償に

関し必要な事項を定めるものとする。

 （趣旨）

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（

昭和３２年法律第１４３号。次条において「法」

という。）第４条第１項の規定に基づき、さいた

ま市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援

学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

師（以下「学校医等」という。）の公務上の災害

（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。

）に対する補償（以下「補償」という。）の範囲、

金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を

定めるものとする。

（さいたま市学校災害救済給付金条例の一部改正）

第４条 さいたま市学校災害救済給付金条例（平成１３年さいたま市条例第１１８号

）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （目的）

第１条 この条例は、さいたま市立の小学校、中学

校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校

の小学部及び中学部に在籍する児童・生徒（以下

「児童・生徒」という。）が学校管理下における

災害により負傷し、疾病にかかり、若しくは障害

が残り、又は死亡した場合に、学校災害救済給付

金（以下「給付金」という。）を児童・生徒に支

給することにより、災害を受けた児童・生徒の救

済を図り、もって学校教育の円滑な実施に資する

ことを目的とする。

 （目的）

第１条 この条例は、さいたま市立の小学校、中学

校及び特別支援学校（高等部を除く。）に在籍す

る児童・生徒（以下「児童・生徒」という。）が

学校管理下における災害により負傷し、疾病にか

かり、若しくは障害が残り、又は死亡した場合に、

学校災害救済給付金（以下「給付金」という。）

を児童・生徒に支給することにより、災害を受け

た児童・生徒の救済を図り、もって学校教育の円

滑な実施に資することを目的とする。



附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。


